
平成３０年度北塩原村社会福祉協議会事業計画 
社会福祉協議会の使命である『誰もが安心して暮らせる地域づくり』を実現するため、

地域での助け合い活動を進めるとともに、社会問題となっている虐待や高齢者の悪徳商

法被害の予防、地域における子育て支援や福祉教育を推進します。 

また、一般高齢者を対象とした村介護予防事業の委託を受け、高齢者の様々な介護予

防活動への取り組みと活動継続を支援し、地域全体での介護予防を推進します。 

 

１ 地域福祉を総合的に推進するための重点事項 

社会福祉協議会は、地域福祉を推進するため次のことを重点事項とします。 

①住民の理解と参加による地域福祉（助け合い）を進めること。 

②関係機関・団体等との連携を図ること。 

③組織・財政基盤を強化し、経営理念を活かしながら事業経営を進めること。 

 

２ 生活支援体制整備事業 

  地域の支え合い活動を推進する生活支援コーディネーターを配置し、村内各地で行

われている住民主体の支え合い活動などの取材・広報活動を行う。また、どのような

活動が必要かを考える「協議体」の運営を行う。 

 

３ 生活困窮者自立支援事業の推進 

  生活保護受給者が年々増え続ける中、保護に至る前に総合的に生活改善や就労支援

などの支援を行い、自立を促す。 

 

４ 防災・減災に向けた取り組み 

  万が一の災害に備え、行政や民生児童委員協議会などの関係機関と連携し、災害時

要援護者を支援するための福祉マップを作成し、各関係機関と情報を共有する。 

 

５ 事務局運営 

  社会福祉法人として適正な事務局運営に務め、併せて介護保険事業の経営管理、指

定管理者制度によるデイサービスセンター施設管理、及び村委託事業等を実施する。 

  また、民生児童委員協議会、老人クラブ連合会、身体障害者福祉会、赤十字奉仕団、

日本赤十字社北塩原村分区及び有功会、北塩原村共同募金委員会の事務局を受託し運

営する。 



６ 会員会費事業 

  会員会費の募集、御遺志や寄付金の管理を適正に実施する。また、関係機関と連携

し地域福祉活動及び老人福祉活動、身体障がい者福祉活動を実施する。 

  社協や各種団体で行う事業の周知や報告、様々な福祉サービスを広く知ってもらう

ための広報誌「ほったやまつうしん」を毎月発行する。 

 

７ 介護保険サービス事業及び障がい者福祉サービス事業 

  要介護度の進行・認知症の増加や利用権利意識の向上など、利用が増加していく状

況があるため、そのニーズへの対応により自主財源の確保に努める。 

 （１）訪問介護事業（ホームヘルプサービス） 

    高齢者または身体に障がいのある方のお宅への訪問による家事援助・身体介護

の提供により、在宅自立生活を支援する。 

   利用者の多様なニーズに応え、土・日・祝休日の全日営業により利用拡大を図る。 

（２）通所介護事業（デイサービス） 

    高齢者または身体に障がいのある方等を受け入れ、幅広い利用ニーズに応じ、

様々な季節行事などにより利用を促進し家族介護負担の軽減に寄与する。また、

機能訓練・リハビリ等のメニューを充実・強化し、介護予防の推進を図る。営業

日は年末年始を除く月曜～土曜、営業時間はこれまでの５時間３０分から６時間

に延長し、１日の利用定員を３０名とする。 

（３）居宅介護支援事業 

    要介護１～５の方のサービス利用計画（ケアプラン）を作成し、利用者本位の

支援活動を行う。併せて利用者及び家族からの様々な相談に応じ、在宅生活を支

援する。営業日は年末年始を除く月曜～金曜とするが、休日及び夜間でも連絡の

取れる体制にて運営する。 

 



目標額：527,000円



目標額：860,000円

目標額：360,000円




